
平成29年4月公表

１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

 (3) ラスパイレス指数の状況

人

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

6,353,973

　　　　　千円

1,215,2831,723 5,752

      ２　職員数は、平成２７年４月１日現在の人数である。

（注） １　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、
　　　　　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

給与費 B/A

（参考）特例市平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ

千円

区　　分 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円

　　　　　含んでいない。
      ３　給与費については、短時間勤務の再任用職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を

千円

2,341,754 9,911,010

　　　　　 ないとした場合の値である。
　　 　２　平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が
　　　　　適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　 　※　28年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇して
　　　　　 いる場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

区　　分

平成28年度　上越市の給与・定員管理等について

（参考）

Ｂ／Ａ

実 質 収 支歳 出 額住民基本台帳人口

（28年1月１日） Ａ

人 件 費 率人 件 費

Ｂ 26年度の人件費率

1,849,769 17,113,263

　　　　　千円　　　　　　　千円人　

102,504,280198,356
27年度

16.7

千円 　　　　　　　　　　　％

15.7

%

職員数

6,452

千円

Ａ

27年度
千円

一人当たり

平成27年度給与改定において、若年層における改定の実質影響が大きかったため、国家公務員に比べて引上率が高
かったたもの

H25.4.1

98.0 

H25.4.1

99.5 

H25.4.1

98.5 H26.4.1

98.1 

H26.4.1

99.8 

H26.4.1

98.6 
H27.4.1

98.3 

H27.4.1

99.9 

H27.4.1

98.7 

H28.4.1

98.7 

H28.4.1

100.2 

H28.4.1

99.1 

95.0

100.0

105.0

上越市 特例市平均 全国市平均
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 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況

①給料表の見直し　[実施]

②地域手当の見直し

（参考）

③その他の見直し内容

15% 15% 15.5% 16%

国基準
による
支給割

合

医療職給料表の適
用を受ける職員

新潟市
大阪市

東京都特別区
上越市

医療職給料表の適
用を受ける職員

新潟市

大阪市

東京都特別区
上越市

2% 3%

0% 0%

上越市
の支給
割合

15% 15.5%15%

0%

15% 15%

勤務地
区分

15.5%

18% 18% 18.5% 20%

15% 15%

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様の見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

16%

0%
4月1日時点 遡及改定後

平成２６年度の
支給割合

平成２７年度の支給割合 平成２８年度の
支給割合

（給料表の改定実施時期）
　平成２７年４月１日
（内容）
　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均１％引下げ。若年層では最大１．９％、高
齢層では最大３．１％引下げ。激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を
実施。

16%

0% 1%

0% 0%
18%
0% 0%

（支給割合）
　国が指定する支給地域に勤務する職員並びに医療職給料表の適用を受ける職員に対し、国と同様の地域
手当を支給。
（実施時期）
　平成２７年４月１日より実施。
　段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１日時点は東京都特別区１８％、大阪市１５％、新潟
市１％、医療職給料表の適用を受ける職員１５％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し東京都特別区１８．
５％、大阪市１５．５％、新潟市２％、医療職給料表の適用を受ける職員１５．５％、平成２８年４月１日時点は
東京都特別区２０％、大阪市１６％、新潟市３％、医療職給料表の適用を受ける職員１６％を支給。

18% 18.5% 20%

0% 1% 2% 3%

15.5% 16%

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割

合の見直し等に取り組むとされている。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２８年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

③税務職（上越市では、木田庁舎税務担当課に勤務する職員及び区総合事務所の税務担当職員）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）国の税務職は、税務署に勤務する職員

442,569

42.2

国

上越市

上越市

　　　　　額を加えた試算値である。

区　　分

409,695

319,911

平均給与月額
（国比較ベース）

平均給与月額平 均 年 齢

410,984

平均給料月額

　　　　　（平成25～27年の3ヶ年平均）

331,816

320,530

国

区　　分

333,077

　　　　　一致しているものではない。
　　　２　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に

370,303

410,984

401,735

288,536

新潟県

特例市

43.3

　　　３　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、

370,181300,413

43.6

41.7

平 均 年 齢
平均給与月額

365,012

414,498

37.7 325,860

366,92643.3

387,327

442,569

　　　　　公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の

43.6

特例市

319,188

（国比較ベース）

349,261

平均給料月額 平均給与月額

（注）１　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。

2.07

3,169,600円

2,732,900円

2,276,000円

1.51

参　　考

― ―

1.72

(Ｄ)

年収ベース（試算値）の比較

対応する民間 平均給与月額

304,154円 調理士

56.1歳 40人 286,496円 310,318円

186,300円

300,584円 用務員

(Ｂ)

303,655円 ― ― ―

平均年齢

50.4歳 167人 293,789円 316,746円

平均給与月額

―

―

376,261円 ― ― ―

329,358円

―

― ―

55.2歳 199,900円

364,277円

392,652円

315,141円 43.1歳 233,300円 1.35

1.96

参　考

特例市

国

新潟県

うち自動車運転手

うち用務員

うち調理員

上越市

―

区　　分

48.9歳 154人（平均） 328,175円 393,309円 367,737円 ―

Ａ／Ｂ

329,358円 ― ― ―

1.55

301,876円
自家用乗用
自動車運転者

公　務　員

平均年齢 職員数 平均給料月額

50.4歳 2,876人 287,447円

民間

民　　間

58.9歳52.7歳 8人 289,781円

52.6歳 467人 351,479円

48.3歳 116人 296,303円

平均給与月額

Ｃ／Ｄ

(Ａ) (国比較ベース) の類似業種

うち自動車運転手

うち用務員

うち調理員

公務員

4,696,727円

4,702,413円

(Ｃ)

上越市 ―

4,800,014円

区　　分
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④福祉職（上越市では、保育園に勤務する保育士）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

 (2) 職員の初任給の状況（平成２８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２８年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

      ３　（ ）書きは、該当者が少数またはいないためモデル給料であることを表す。
      ４　「―」は、該当者なし。

379,832

375,768

134,000

146,700

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

一般行政職

42.4国

技能労務職

技能労務職

区　　分

高　校　卒

高　校　卒

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２８年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

上　越　市

中　学　卒

352,876

高　校　卒

144,600

301,335

新　潟　県

183,300

149,000

　　　　（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

39.9

　　　　いて明らかにされているものである。　

176,700

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

324,245

（国比較ベース）
平均給与月額平 均 年 齢

高　校　卒

      ２　福祉職（保育士）は、経験年数区分の該当者が少数のため掲載していない。

中　学　卒

(229,400)

130,200

経験年数１０年

―

272,700

310,296

351,880

経験年数２０年

―

338,37938.4

区　　　　分

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため国家公務員と同じベース

144,600

大　学　卒

(298,500)

経験年数３０年

（注）１　税務職の状況は、異動に伴い税務課等へ配属が変わるものであり、一般行政職と同じである。

384,118

358,881

(336,400)

―

経験年数２５年

特例市

平均給料月額

330,211

（注）１　税務職及び福祉職共に初任給の状況は、一般行政職と同じである。

区　　　　　分

大　学　卒

292,525

一般行政職

平均給与月額

上越市

379,832

286,641

国

―

―

142,000

274,517

(224,300)

316,647

176,700

―
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２８年４月１日現在）

  

 (2) 昇給への勤務成績の反映状況

○

5　　級

24

ロ　人事評価を実施していない

○

○ ○

○

一般職員特定管理職員一般職員管理職員

上越市 国平成２８年４月２日から平成２９年４月１日までに
おける適用

イ　人事評価を実施した

標準に加え、上位及び下位の区分も適用

標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、下位の区分も適用

標準の区分のみ適用

主事、保育士、技師

構成比

72

○ ○

○

　　　　　　　　人

66

      　　含まない。

部長、総合事務所長

主事、保育士、技師

課長、総合事務所長

      ※ 構成比については、小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計は100％にならない。

4　　級
　　　　　　　　人

課長、総合事務所次長
6.2

6.8

　　　　　　　　％

区　　分 標準的な職務内容 1号給の給料月額

6　　級

7　　級

係長、主任

1　　級

3　　級

　　　　　　　　人

副課長

　　　　　　　　％

　　　　　　　　円

226,400

361,300

　　　　　　　　円

2　　級
11.5

　　　　　　　　円

140,100

　　　　　　　　円

190,200

　　　　　　　　円

246,100

　　　　　　　　円

317,000

406,900

　　　　　　　　円

303,000

　　　　　　　　円

467,400

　　　　　　　　％

0.9

　　　　　　　　円

379,800

　　　　　　　　円　　　　　　　　％

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注）１　職種及び上越市の給与条例に基づく給料表の級区分による一般行政職の職員数で、再任用職員は

　　　　　　　　円

2.3
8　　級

　　　　　　　　％

443,700

348,800

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

259,90030.6

最高号給の給料月額

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

10.9

　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円

409,000

116

　　　　　　　　％

328

326

職員数

123

　　　　　　　　人

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

391,800

　　　　　　　　％
主任

286,200

　　　　　　　　円

10

30.8

１級 6.8% １級 6.4% １級 6.0%

２級 11.5% ２級 11.1% ２級 8.0%

３級 30.8% ３級 32.9% ３級 39.6%

４級 30.6% ４級 29.4%
４級 28.4%

５級 10.9% ５級 10.4% ５級 9.6%

６級 6.2% ６級 6.1% ６級 4.5%７級 0.9% ７級 1.5% ７級 2.6%

８級 2.3% ８級 2.3% ８級 1.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２８年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（27年度支給割合） （27年度支給割合） （27年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

○勤勉手当への勤務成績の反映状況

 (2) 退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

 (3) 地域手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（注）１　支給実績及び支給職員１人当たり平均支給年額は、平成２７年度における地域手当の額である。
　　　２　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の
　　　　　給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　　(補正前のラスパイレス指数×(1+当該団体の地域手当支給率)/(1+国の指定基準に基づく地域手当支給率)により算出。)

標準に加え、上位及び下位の区分も適用 ○ ○

標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、下位の区分も適用

1.60

・管理職加算　15～25％

―

0.75

2.60

1.45

新　　　　　潟　　　　　県

0.75

ロ　人事評価を実施していない

標準の区分のみ適用 ○ ○

平成２８年度中における適用
上越市

○ ○ ○

1.60

34.5825029.145 29.145

16

１人当たり平均支給額（27年度）

1.45

新潟市

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

支給対象地域

東京都特別区 20 1

医療職給料表の適用を
受ける職員

3 5

49.590

国上　　　　　越　　　　　市

１人当たり平均支給額（27年度）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

・管理職加算　10～25％

21,2066,927

大阪市 16

7,166

（2～45％加算）（2～20％加算）

49.590

41.325

16

20

0

49.590

定年前早期退職特例措置

49.590

支給実績（27年度決算）

34.58250

国

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員

イ　人事評価を実施した ○

20.44525.55625

2.60

上越市

0.75

49.590

1,604

・役職加算　5～20％

上　　　　　　　越　　　　　　　市

・役職加算　5～20％

1.45

国

1,384

516

0

1

0

地域手当補正後ラスパイレス指数
(ラスパイレス指数)

3

597,134

98.7
(98.7)

25.55625

1.602.60

20.445

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

49.590

41.325

・役職加算　5～20％

定年前早期退職特例措置
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 (4) 特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

円

％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　　職員１人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、「支給実績（27年度決算）」と同じ年度の

　　　４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）

　　　であり、短時間勤務職員を含む。

1日　200円
用地交渉に従事し
た職員

建築住宅課等の職
員

汚染区域における感染症又は
感染症の疑いのある患者又は動
物の救護、指導、消毒等の作業

遺体の取扱い作業 1件　2,000円

1日　400円

１件　300円

左記職員に対する支給単価

千円

千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度）

手当の種類（手当数）

5.8

12 種類

334,161

支給実績（27年度決算）

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ）

生活保護世帯への訪問業務

滞納による物件の差押え等

1日　100円

1日　85円

１日　450円

１日　290円

医師：月額　300,000円から
　　　　　　　　600,000円
歯科医師：月額　150,000円から
　　　　　　　　　　　300,000円

１件　2,000円（時間外診療）
１件　1,000円（時間内往診）
１件　5,000円（時間外往診）

千円

千円

440

医師及び歯科医
師

診療業務

700,531

千円医療業務医師手当

千円

健康づくり推進課
等の職員

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ）

医療業績手当

診療手当

医師及び歯科医
師

医師及び歯科医
師

医療業務

家畜伝染病のまん延を防止する
ために行う家畜のと殺等の作業

災害応急作業等手当

水族博物館の職員

用地交渉手当

技術職調整手当

清掃手当

手当の名称

動物飼育手当

感染症防疫手当

社会福祉業務手当

滞納処分手当

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

主な支給対象業務

生活環境課等の職
員

福祉課等の職員

主な支給対象職員

廃棄物又はし尿処理及び動物
の死体処理業務

用地の取得等のため、当該所有
者等と直接交渉する業務

法令等で資格等の保有が義務
付けられている業務

水族博物館の動物飼育

福祉課援護係の職
員

収納課の職員

月額　25,000円から300,000円

398

619,722

千円

千円

支給実績
(27年度決算)

5,100

2,575

26,220

0

520

0

274

0

1

120

0

611

千円

千円

千円

１日　380円

遺体取扱手当

1日　600円全職員

重大な災害の発生等により、立
入りの制限等の措置が採られた
区域において行う巡回監視作業
等

千円

35,421
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 (6) その他の手当（平成２８年４月１日現在）

一部異なる

一部異なる

市内の一部
地域を支給
対象とする

同じ 420,000円

62,873円

2,490千円

102,797千円

（27年度決算）

支給実績国の制度と

異動に伴い転居し、やむを得ない事情により
配偶者と別居して単身で生活する職員に支給
・赴任地への距離に応じて月額30,000円から
100,000円を支給

同じ

管理職手当

宿日直勤務を行った職員に支給
・勤務１回につき5,900円以内

初任給調整手当

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜に勤務した職員に
支給
・勤務1時間当たりの給料額×25/100×勤務時
間数

一部異なる

92,984円

2,544,057円同じ
医師等の人材確保のための手当
・支給額は412,200円以内 10,176千円

744千円

22,153円

52,447円

内容及び支給単価

住居手当

扶養手当

借家・借間居住に居住する職員に支給：最高
27,000円
（月額12,000円を超える家賃を支払っている
職員）

寒冷地に在勤する職員に対し毎年11月から翌
年3月までの間、次の区分に応じて支給
・世帯主で扶養親族のある職員
　　月額17,800円(年額89,000円)
・その他の世帯主である職員
　　月額10,200円(年額51,000円)
・その他の職員
　　月額7,360円(年額36,800円)
支給対象地域及び職員の見直しに伴う経過措
置として、平成28年度以降支給対象外となる
職員の手当額を30年3月まで段階的に引き下
げ。

管理又は監督の地位にある職員が、臨時又は
緊急の必要等により勤務した場合、管理職手
当の適用区分に応じて勤務1回につき支給
・週休日又は休日等に勤務した場合
　　7,000円から11,000円
・週休日又は休日等以外の日の午前０時から
午前５時までの間であって正規の勤務時間以
外の時間に勤務した場合
　　3,500円から6,000円

交通機関利用及び自動車等の交通用具使用職
員に支給
・公共交通機関利用者
６か月定期券等の価格により一括支給
（ただし、１か月55,000円が支給限度額）
・自動車等の交通用具使用者
通勤距離に応じた月額支給（2,900円から
44,100円）
・交通機関と交通用具を併用して、パークア
ンドライドにより駐車場等の利用料金を負担
している場合
当該料金の1/2(3,000円を限度)

管理又は監督の地位にある職員に支給
＜支給額の例＞
部長等　84,100円
総合事務所長等　64,900円
課長等　56,200円
副課長等　39,600円
副参事　29,600円

手　当　名 との異同

90.2%

0.5%

0.4%

0.2%

0.4%

65,314千円同じ

85,692円

294,209円

同じ

同じ

寒冷地手当

11.4%

33.1%

・交通用具使
用者の距離区
分及び支給額
国は2,000円か
ら24,500円
・パークアンドラ
イドに係る利用
料金(県と同様
の制度)

扶養親族のある職員に支給
・配偶者：13,000円
・配偶者以外：各6,500円
　配偶者のない職員の場合の1人目の
　子等：11,000円
・特定年齢の子：加算5,000円
　（16歳年度初め～22歳年度末）

宿日直手当

休日勤務手当

管理職員特別
勤務手当

同じ

祝日法による休日等に勤務した職員に支給
・勤務１時間当たりの給与額×135/100×勤務
時間数

同じ

通勤手当

単身赴任手当

41.1%

12.3%

1,650千円

13,292千円

・週休日又は
休日等に勤務
した場合、
6,000円から
18,000円
・週休日又は
休日等以外の
日の午前０時
から午前５時ま
での間であっ
て正規の勤務
時間以外の時
間に勤務した
場合、3,000円
から6,000円

10,804千円

589,680円

183,367円

147,420千円

88.9%

支給職員１人当たり

平均支給年額

138,050千円

220,288円

異なる内容

（27年度決算）

164,115千円

13.8%

職員全体に占
める手当支給職

員の割合
　（27年度）

国の制度
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５　特別職の報酬等の状況（平成２８年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

966,300円×在職月数×50/100 円

729,200円×在職月数×30/100 円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

寒
冷
地
手
当

市 長

副 市 長
　一般職の例により支給

708,000

729,200

758,000

3.10月分　　　役職加算20％あり

10,500,480 任期毎

任期毎

656,280

23,191,200

529,400

468,400

3.10月分　　　役職加算20％あり

466,000

529,400

439,000

　　（27年度支給割合）

　　（27年度支給割合）

664,000440,800

552,000800,000

966,300

463,500

（参考）特例市における最高／最低額

1,099,000869,670

議 員

区 分 給 料 月 額 等

報

酬

給

料

市 長

副 議 長

議 長

副 市 長

退
職
手
当

市 長

副 市 長

備　　　　考

副 市 長期
末
手
当

市 長

副 議 長

議 員

議 長
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６　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（特例市の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（特例市の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。(短時間勤務の再任用職員及び併任職員を除き、教育長を含む)
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

72

2
88

1,470

85

165

537
133 130

2

1,706
244

1,462

職 員 数

544

普
通
会
計
部
門

土木

農林水産

衛生

総務 389
71 △ 2

0

△ 3

事務分担見直し、地方創生事業、北陸新幹線関係業務の増

△ 7

教育部門

民生
税務

164
75

議会
380
11

その他

水道

小　計
80

小　計

病院

一
般
行
政
部
門

計

労働

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

商工

△ 1

事務の統廃合縮小

11

平成27年

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

事務分担見直し

86.01

43.66

建築業務の集約

平成28年

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

86

[ 2,400 ］

1,939

△ 9253
△ 17 ＜参考＞

10

73

38

[ 0 ］

△ 18

△ 1
2

39

216

下水道
82

[ 2,400 ］

合　　計
＜参考＞

96.85

85

215

1,921

事務の統廃合縮小
△ 1

11

1,723
業務の民間等委託、事務の統廃合縮小

9

事務分担見直し

＜参考＞

60.76

73.71

人員配置見直し

事務の統廃合縮小
人員配置見直し

△ 1

児童養護施設の共同養育

事務の統廃合縮小、事務の民間等委託
△ 3

0

△ 3
1

△ 8
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 (2) 年齢別職員構成の状況（平成２８年４月１日現在）

　

 (3) 職員数の推移

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

職員数
147 139

人

60

～

人人

～
31歳23歳

人

51歳

区　分

24歳

55歳

人

1737

未満

～

36歳

～

27歳

40歳

～

131

人人

32歳20歳 20歳 28歳

213 159

人

330

人

208

人

1,92189

人 人

265

計

52歳 60歳

59歳

～

人

44歳

35歳

～

39歳 43歳 以上

～ ～

56歳

～

48歳

47歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成比

%
（例）

（単位：人・％）

225 215

2,021 1,993 1,9211,992 1,968 1,939

221 216

総合計

1,512 1,491

288 285

1,800 1,776

221 217公営企業等会計計

教育

普通会計計

276 244

1,706

253268

1,767 1,747 1,723

△100 (△4.9%)

1,462

(△5.2%)

△6 (△2.7%)

△94

(△15.3%)△44

２６年 ２７年 ２８年
過去５年間

の増減数（率）

△501,470 (△3.3%)1,479

部門別

年度

1,491一般行政

２３年 ２４年 ２５年
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７　公営企業職員の状況

　(1)　ガス事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

(注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費49,409千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成２８年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

な　し

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算　　5％～20％ ・ 役職加算　　5％～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 26年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

27年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

6,322,686 65,222 330,109 5.2 4.8

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

27年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

50 194,372 52,437 73,187 319,996 6,400 6,546

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

上 越 市 43.3 341,759 533,327

団 体 平 均 44.6 362,408 543,009

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（27年度） １人当たり平均支給額（27年度）

1,464 1,384

2.60 1.60 2.60 1.60

1.45 0.75 1.45 0.75
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イ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％加算） （2～20％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（平成２８年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

   　 ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（27年度決算）」と同じ年度の

        4月1日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）

        であり、短時間勤務職員を含む。

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.58250 29.145 34.58250

41.325 49.590 41.325 49.590

49.590 49.590 49.590 49.590

2,498 6,927 21,206

支給実績（27年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（２７年度決算） 198

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 10,411

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 38.0

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

特殊企業職手当
ガス主任技術者の資格を有し選
任された職員

ガス工作物の保安・監督 月額　2,500円

同上
（年末・年始）

年末、年始に宿日直勤務に従事
した職員

年末、年始（12/29から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上
（災害応急作業等手当）

全職員

重大な災害の発生等に
より、供給区域において
行う巡回監視、応急作
業等

1日　600円

　　

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ） 21,197

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ） 471

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 21,873

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 497
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カ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり 職員全体に
占める手当支
給職員の割
合
　（27年度）

手　当　名 内容及び支給単価 （27年度決算） 平均支給年額

（27年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者：13,000円
・配偶者以外：各6,500円
・配偶者のない職員の場合
の1人目の子等：11,000円
・特定年齢の子：加算5,000
円（16歳年度初め～22歳年
度末）

同じ 8,896 千円 261,647 68.0%

住居手当

借家・借間に居住する職員
に支給
：最高27,000円（月額12,000
円を超える家賃を支払って
いる職員）

同じ 1,782 千円 356,400 10.0%

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・公共交通機関利用者
６か月定期券等の価格によ
り一括支給（ただし、１か月
55,000円が支給限度額）
・自動車等の交通用具使用
者
通勤距離に応じた月額支給
（2,900円から44,100円）

同じ 3,215 千円 73,059 88.0%

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
＜支給額の例＞
局長　　　　84,100円
次長　　　　64,900円
課長　　　　54,000円
副課長等　39,600円
副参事    　29,600円

同じ 3,256 千円 651,120 10.0%

管理職員特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
局長       　　　　 11,000円
次長及び課長   10,000円
副課長及び副参事等 7,000
円

同じ 42 千円 14,000 6.0%

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき7,200円（保
安責任者は2,000円を加算）
・待機1回につき1,400円

一部異なる

一般行政職
は勤務１回に
つき5,900円

以内

10,146 千円 235,953 86.0%

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
×25/100×勤務時間数

同じ 0 千円 0 0.0%

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・5.特別職の報酬等の状況
に掲載してある表と同じ

同じ 3,706 千円 74,116 100.0%
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　(2)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

(注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費61,318千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成２８年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

な　し

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算　　5％～20％ ・ 役職加算　　5％～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 26年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

27年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

4,633,539 1,262,912 522,989 11.3 12.7

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

27年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

74 292,382 76,968 110,812 480,162 6,489 6,190

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

上 越 市 43.4 340,105 540,724

団 体 平 均 44.7 346,797 514,785

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（27年度） １人当たり平均支給額（27年度）

1,498 1,384

2.60 1.60 2.60 1.60

1.45 0.75 1.45 0.75
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イ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％加算） （2～20％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

      

ウ　地域手当

（平成２８年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

   　 ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（27年度決算）」と同じ年度の

        4月1日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）

        であり、短時間勤務職員を含む。

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.58250 29.145 34.58250

41.325 49.590 41.325 49.590

49.590 49.590 49.590 49.590

2,298 6,927 21,206

支給実績（27年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（２７年度決算） 844

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 27,235

職員全体に占める手当支給職員の割合（2７年度） 41.3

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

特殊企業職手当
水道技術管理者の資格を有し選
任された職員

水道管理についての技
術上の業務

月額　2,500円

同上
（交替勤務）

交替勤務に従事した職員
水道浄水場における交
替勤務

１勤務当たり1,700円

同上
（年末・年始）

年末、年始に宿日直勤務及び交
替勤務に従事した職員

年末、年始（12/29から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上
（災害応急作業等手当）

全職員

重大な災害の発生等に
より、供給区域において
行う巡回監視、応急作
業等

1日　600円

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ） 28,124

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ） 439

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 32,558

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 509
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カ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり 職員全体に
占める手当支
給職員の割
合
　（27年度）

手　当　名 内容及び支給単価 （27年度決算） 平均支給年額

（27年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者：13,000円
・配偶者以外：各6,500円
・配偶者のない職員の場合
の1人目の子等：11,000円
・特定年齢の子：加算5,000
円（16歳年度初め～22歳年
度末）

同じ 13,434 千円 258,352 68.4%

住居手当

借家・借間に居住する職員
に支給
：最高27,000円（月額12,000
円を超える家賃を支払って
いる職員）

同じ 1,977 千円 329,417 7.9%

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・公共交通機関利用者
６か月定期券等の価格によ
り一括支給（ただし、１か月
55,000円が支給限度額）
・自動車等の交通用具使用
者
通勤距離に応じた月額支給
（2,900円から44,100円）

同じ 6,720 千円 98,822 89.5%

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
＜支給額の例＞
局長　　　　84,100円
次長　　　　64,900円
課長　　 　 54,000円
副課長等　39,600円
副参事    　29,600円

同じ 6,408 千円 582,589 14.5%

管理職員特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
局長       　　　　 11,000円
次長及び課長   10,000円
副課長及び副参事等 7,000
円

同じ 221 千円 20,045 14.5%

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき7,200円（保
安責任者は2,000円を加算）
・待機1回につき1,400円

一部異なる

一般行政職
は勤務１回に
つき5,900円

以内

12,480 千円 244,710 67.1%

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
×25/100×勤務時間数

同じ 1,298 千円 144,276 11.8%

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・5.特別職の報酬等の状況
に掲載してある表と同じ

同じ 5,462 千円 75,857 94.7%
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　(3)　用水供給事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成２８年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

な　し

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算　　5％～20％ ・ 役職加算　　5％～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 26年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

27年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

69,651 21,682 4,297 6.2 5.8

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

27年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

1 2,177 555 827 3,559 3,559 6,190

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

上 越 市 44.6 189,393 296,544

団 体 平 均 44.7 346,797 514,785

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（27年度） １人当たり平均支給額（27年度）

827 1,384

2.60 1.60 2.60 1.60

1.45 0.75 1.45 0.75
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イ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％加算） （2～20％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

      

ウ　地域手当

（平成２８年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

   　 ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（27年度決算）」と同じ年度の

        4月1日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）

        であり、短時間勤務職員を含む。

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.58250 29.145 34.58250

41.325 49.590 41.325 49.590

49.590 49.590 49.590 49.590

63 6,927 21,206

支給実績（２７年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（２７年度決算） 16

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 15,517

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 100.0

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

特殊企業職手当
水道技術管理者の資格を有し選
任された職員

水道管理についての技
術上の業務

月額　2,500円

同上
（交替勤務）

交替勤務に従事した職員
水道浄水場における交
替勤務

１勤務当たり1,700円

同上
（年末・年始）

年末、年始に宿日直勤務及び交
替勤務に従事した職員

年末、年始（12/29から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上
（災害応急作業等手当）

全職員

重大な災害の発生等に
より、供給区域において
行う巡回監視、応急作
業等

1日　600円

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ） 220

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ） 220

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 117

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 117
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カ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり 職員全体に
占める手当支
給職員の割
合
　（27年度）

手　当　名 内容及び支給単価 （27年度決算） 平均支給年額

（27年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者：13,000円
・配偶者以外：各6,500円
・配偶者のない職員の場合
の1人目の子等：11,000円
・特定年齢の子：加算5,000
円（16歳年度初め～22歳年
度末）

同じ 92 千円 92,220 100.0%

住居手当

借家・借間に居住する職員
に支給
：最高27,000円（月額12,000
円を超える家賃を支払って
いる職員）

同じ 0 千円 0 0.0%

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・公共交通機関利用者
６か月定期券等の価格によ
り一括支給（ただし、１か月
55,000円が支給限度額）
・自動車等の交通用具使用
者
通勤距離に応じた月額支給
（2,900円から44,100円）

同じ 49 千円 49,062 100.0%

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
＜支給額の例＞
局長　　　　84,100円
次長　　　　64,900円
課長　　 　 54,000円
副課長等　39,600円
副参事    　29,600円

同じ 85 千円 84,720 100.0%

管理職員特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
局長       　　　　 11,000円
次長及び課長   10,000円
副課長及び副参事等 7,000
円

同じ 0 千円 0 100.0%

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき7,200円（保
安責任者は2,000円を加算）
・待機1回につき1,400円

一部異なる

一般行政職
は勤務１回に
つき5,900円

以内

35 千円 34,598 100.0%

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
×25/100×勤務時間数

同じ 22 千円 21,535 100.0%

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・6.特別職の報酬等の状況
に掲載してある表と同じ

同じ 38 千円 37,610 100.0%
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　(3)　簡易水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

(注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費8,780千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成２８年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

な　し

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算　　5％～20％ ・ 役職加算　　5％～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 26年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

27年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

711,891 187,480 72,044 10.1 10.5

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

27年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

10 41,655 9,642 15,839 67,136 6,714 6,190

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

上 越 市 47.4 365,702 559,461

団 体 平 均 44.7 346,797 514,785

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（27年度） １人当たり平均支給額（27年度）

1,584 1,384

2.60 1.60 2.60 1.60

1.45 0.75 1.45 0.75

21



イ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％加算） （2～20％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（平成２８年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

   　 ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（27年度決算）」と同じ年度の

        4月1日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）

        であり、短時間勤務職員を含む。

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.58250 29.145 34.58250

41.325 49.590 41.325 49.590

49.590 49.590 49.590 49.590

6,927 21,206

支給実績（27年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（２７年度決算） 35

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 17,350

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 20.0

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

特殊企業職手当
水道技術管理者の資格を有し選
任された職員

水道管理についての技
術上の業務

月額　2,500円

同上
（年末・年始）

年末、年始に宿日直勤務に従事
した職員

年末、年始（12/29から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上
（災害応急作業等手当）

全職員

重大な災害の発生等に
より、供給区域において
行う巡回監視、応急作
業等

1日　600円

　　

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ） 3,281

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ） 365

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 3,624

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 362
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カ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり 職員全体に
占める手当支
給職員の割
合
　（27年度）

手　当　名 内容及び支給単価 （27年度決算） 平均支給年額

（27年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者：13,000円
・配偶者以外：各6,500円
・配偶者のない職員の場合
の1人目の子等：11,000円
・特定年齢の子：加算5,000
円（16歳年度初め～22歳年
度末）

同じ 2,396 千円 266,222 90.0%

住居手当

借家・借間に居住する職員
に支給
：最高27,000円（月額12,000
円を超える家賃を支払って
いる職員）

同じ 324 千円 324,000 10.0%

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・公共交通機関利用者
６か月定期券等の価格によ
り一括支給（ただし、１か月
55,000円が支給限度額）
・自動車等の交通用具使用
者
通勤距離に応じた月額支給
（2,900円から44,100円）

同じ 741 千円 82,333 90.0%

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
＜支給額の例＞
局長　　　　84,100円
次長　　　　64,900円
課長　　 　 54,000円
副課長等　39,600円
副参事    　29,600円

同じ 475 千円 475,200 10.0%

管理職員特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
局長       　　　　 11,000円
次長及び課長   10,000円
副課長及び副参事等 7,000
円

同じ 25 千円 24,500 10.0%

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき7,200円（保
安責任者は2,000円を加算）
・待機1回につき1,400円

一部異なる

一般行政職
は勤務１回に
つき5,900円

以内

1,551 千円 155,110 100.0%

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
×25/100×勤務時間数

同じ 0 千円 0 0.0%

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・6.特別職の報酬等の状況
に掲載してある表と同じ

同じ 814 千円 81,400 100.0%

23



　(4)　工業用水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成２８年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

な　し

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算　　5％～20％ ・ 役職加算　　5％～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 26年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

27年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

13,531 2,458 6,160 45.5 42.8

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

27年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

1 2,985 1,059 1,076 5,120 5,120 6,251

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

上 越 市 37.3 277,000 426,663

団 体 平 均 43.1 346,531 520,322

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（27年度） １人当たり平均支給額（27年度）

1,076 1,384

2.60 1.60 2.60 1.60

1.45 0.75 1.45 0.75
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イ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％加算） （2～20％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　無 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

      

ウ　地域手当

（平成２８年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

   　 ２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（27年度決算）」と同じ年度の

        4月1日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）

        であり、短時間勤務職員を含む。

上　　　越　　　市 上越市（一般行政職）

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.58250 29.145 34.58250

41.325 49.590 41.325 49.590

49.590 49.590 49.590 49.590

6,927 21,206

支給実績（27年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（27年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 0.0

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

特殊企業職手当
水道技術管理者の資格を有し選
任された職員

水道管理についての技
術上の業務

月額　2,500円

同上
（年末・年始）

年末、年始に宿日直勤務に従事
した職員

年末、年始（12/29から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上
（災害応急作業等手当）

全職員

重大な災害の発生等に
より、供給区域において
行う巡回監視、応急作
業等

1日　600円

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ） 226

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ） 226

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 130

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 130
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カ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり 職員全体に
占める手当支
給職員の割
合
　（27年度）

手　当　名 内容及び支給単価 （27年度決算） 平均支給年額

（27年度決算）

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき7,200円（保
安責任者は2,000円を加算）
・待機1回につき1,400円

一部異なる

一般行政職
は勤務１回に
つき5,900円

以内

446 千円 445,800 100.0%

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者：13,000円
・配偶者以外：各6,500円
・配偶者のない職員の場合
の1人目の子等：11,000円
・特定年齢の子：加算5,000
円（16歳年度初め～22歳年
度末）

同じ 156 千円 156 100.0%

住居手当

借家・借間に居住する職員
に支給
：最高27,000円（月額12,000
円を超える家賃を支払って
いる職員）

同じ 0 千円 0 0.0%

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・公共交通機関利用者
６か月定期券等の価格によ
り一括支給（ただし、１か月
55,000円が支給限度額）
・自動車等の交通用具使用
者
通勤距離に応じた月額支給
（2,900円から44,100円）

同じ 142 千円 141,600 100.0%

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
×25/100×勤務時間数

同じ 0 千円 0 0.0%

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・6.特別職の報酬等の状況
に掲載してある表と同じ

同じ 89 千円 89,000 100.0%

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
＜支給額の例＞
局長　　　　84,100円
次長　　　　64,900円
課長　　 　 54,000円
副課長等　39,600円
副参事    　29,600円

同じ 0 千円 0 0.0%

管理職員特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
局長       　　　　 　11,000円
次長及び課長   10,000円
副課長及び副参事等 7,000
円

同じ 0 千円 0 0.0%
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